
厚生労働省（大分労働局）の取り組み

大分労働局労働基準部監督課

令 和 ６ 年 ２ 月 2 9 日

ト ラ ッ ク 輸 送 に お け る 取 引 環 境 ・ 労 働 時 間 改 善 大 分 県 地 方 協 議 会
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資料２



「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
トラック運転者にかかる改善基準告示の改正について

２



「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について

トラック運送事業者に対する労働時間等説明会実施状況

３

改正された改善基準告示やトラック運転者にかかる上限規制について、令和４年度以降、大分労働局・
各労働基準監督署において、説明会を開催。

開催回数 ⇒ 10回

参加事業場数 ⇒ 253事業場

令和４年度

開催回数 ⇒ 21回

参加事業場数 ⇒ 508事業場 （R6.2.29時点）

令和５年度

令和６年度においても、トラック協会会員事業場
はもとより、協会に属していない事業場も的確に
把握し、労働時間等説明会を着実に周知していく。

令和６年度

令和４・５年度で、

31回開催、

761事業場（のべ数）

に対し、周知を実施。

開 催 案 内 イ メ ー ジ



道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災支給決定件数が最も多い業種である
ことから、トラック運転者の方の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある。その一方で、
長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものも認められる。
大分労働局及び大分県内の各労働基準監督署において、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等
に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行うことを目的と
した「荷主特別対策チーム」を編成。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
労働基準監督署による発着荷主等対する要請について

目的

１ 荷主特別対策チームについて（令和４年12月23日編成）

要 請 イ メ ー ジ

労働基準監督署による発着荷主等への要請
労働基準監督署が、発着荷主等に対し、①長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること、②運送業務の発注担当者

に改善基準告示を周知し、トラック運転者がこれを遵守できるよう協力すること、などを要請する。
大分労働局が長時間の荷待ちなどの改善等に向け発着荷主等に働きかけ

大分労働局の労働時間管理に関する指導員が、労働基準監督署から要請された事項に発着荷主等が積極的に取り組
めるよう、荷待ち時間等の改善に係る好事例の紹介等のアドバイスを行う。
長時間の荷待ちに関する情報収集

厚生労働省ホームページに、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」※を設置し、発着荷主等が長時間の荷待
ちを発生させていると疑われる事案などの情報を収集し、その情報を基に、労働基準監督署が要請等を行う。

※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/roudoukijun/nimachi.html

荷主特別対策チームの概要

労働基準監督署による発着荷主等への要請実施状況
（大分県内）

177事業場R５.１～R６.２
４



「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
労働基準監督署による発着荷主等対する要請について

２ 「トラックＧメン」設置に伴う国土交通省との連携強化（令和５年10月～）

荷主企業に対し、新たに、

国土交通省のトラックＧメン＋関係省庁が連携して、トラック

運送事業者への配慮を「働きかけ」

長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる事案

については、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」も

「働きかけ」に参加

現行の国土交通省への荷主情報提供に加え、

荷待ちを発生させている疑いがあることを労働基準監督署が

把握し、「荷主への要請」を実施した荷主の情報を、広く国土

交通省に提供し、「トラックGメン」による「働きかけ」等の

対象選定に活用

①荷主情報提供の運用強化 ②トラック法に基づく「働きかけ」の連携強化

厚生労働省

都道府県労働局

荷主特別対策担当官

国土交通省

地方運輸局

トラックＧメン（新規）

関係省庁地方機関

荷主企業

参加

参加

「働きかけ」

厚生労働省

都道府県労働局

労働基準監督署

国土交通省

地方運輸局

運輸支局
相互通報

厚労省HP荷主情報

トラック運送事業者

合同監督・監査 トラックＧメン（新規）

労働基準監督署が実施している「荷主への要請」の際、

トラック法に基づく 「標準的な運賃」も周知

③「標準的な運賃」の周知強化

荷主情報を
「働きかけ」等の
対象選定に活用

国交省HP荷主情報

「荷主への要請」の情報
（拡充）

荷主企業

「荷主への要請」

５



「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
発着荷主等向けリーフレット（抜粋）

６

リ ー フ 全 文 は
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「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について

好事例企業紹介（ベストプラクティス企業）

７

11月の「過労死等防止啓発月間」に大分労働局が実施する「過重労働解消キャンペーン」の取組みとして、長時間労働削減に向けて積極的に取り組
み、その効果が表れている企業を「ベストプラクティス企業」に毎年選定している。

今年度は、トラック運送業の労働時間削減等に効果的な取組を行っている荷主企業へ訪問し、その取組状況を確認するとともに 、 トラック運送業
と荷主企業を交え、意見交換を行い、働き方改革に向けた機運の醸成を図った。

今年度は大分運
輸支局と合同で
実施



「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
周知事項について

８

１ 働き方改革ＰＲ動画「はたらきかたススメ」の公開について

ドライバーの働き方の実現には、取引関係者、国
民の理解と協力が必要
上限規制の円滑な施行に向けて、広く機運醸成を
図る

目的

ドライバーは荷主の都合で長時間労働になるケー
スがあること
ドライバーの働き方を変えていくため、小さなこ
とから協力をいただきたいこと

PR動画

イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー に 俳 優 の 小 芝 風 花 さ ん を 起 用 し 、

⇒  動画、ポスター、we b広告で 情 報 発 信 を 行 っ て い く

h t t p s : / / h a t a r a k i k a t a s u s u m e . m h l w . g o . j p /

厚生労働省において、荷主・運送事業者・国民向けに、「自動車運転者の
長時間労働改善に向けたポータルサイト」を開設しており、トラック運送
事業者へ向けた内容として、荷主や運送事業者等に対する情報を随時掲載
https://driver-roudoujikan.mhlw.go.jp/

サ イ ト イ メ ー ジ

２ 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトについて


